
○IＰＣＣの議論を踏まえ、先進国は、率先して排出削減に努める必要がある。
○わが国も長期の削減目標を定めることに積極的にコミットしていくべき。
○中期目標についても、温暖化を止めるために科学が要請する水準に基づくものとして、1990年比で言えば
2020年までに25%削減を目指す。国内排出量取引制度や、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入、
地球温暖化対策税の検討をはじめとして、あらゆる政策を総動員して実現を目指していく決意。

○我が国だけが高い目標を掲げても気候変動を止めることはできない。世界の全ての主要国による、公平かつ
実効性のある国際的枠組みの構築が不可決。すべての主要国の参加による意欲的な目標の合意が、我が
国の国際社会への約束の「前提」。

削減目標

途上国支援

○途上国も、持続可能な発展と貧困の撲滅を目指す過程で、「共通だが差異のある責任」の下、温室効果ガス
の削減に努める必要がある。とりわけ温室効果ガスを多く排出する主要な途上諸国においては、その必要が
大きい。
○とりわけ脆弱な途上国や島嶼国の適応対策のために、大変大きな額の資金が必要。わが国は、国際交渉の
進展状況を注視しながら、これまでと同等以上の資金的、技術的支援を行う。
○途上国への支援について、以下のような原則が必要と考えており、「鳩山イニシアティブ」として国際社会に問
うていきたい。
① わが国を含む先進国が、相当の新規で追加的な官民の資金での貢献
② 途上国の排出削減について、とりわけ支援資金により実現される分について、測定・報告・検証可能な形
での、国際的な認識を得るためのルールづくり

③ 途上国への資金支援については、予測可能な形の、革新的なメカニズムの検討。国連の気候変動に関す
る枠組みの監督下で、世界中にあるバイやマルチの資金についてのワンストップの情報提供やマッチング
を促進する国際システム

④ 低炭素な技術の移転を促進するための方途について、知的所有権の保護と両立する枠組みづくり

国連気候変動サミット 鳩山総理演説
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